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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（５万円/1世帯）受給には手続きが必要です

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、１世帯当たり５万円を支給します。 

支給対象と受給手続き 
支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯） 

ごみ収集・し尿処理 さしま斎場（火葬場） 役　　場

12月29日㈭～１月３日㈫
12月29日㈭～１月３日㈫

※火葬、告別式場、動物炉、霊柩車の使用はできません。
※霊安室は、12月30日㈮まで使用できます。ただし、12月

30日㈮に火葬するご遺体まで。

12月29日㈭～１月３日㈫
※日直業務（戸籍届出の受

付）は、実施します。

 中央公民館 B&G海洋センター 福祉センター「ひばりの里」 西児童館・南児童館
12月28日㈬～１月４日㈬ 12月27日㈫～１月５日㈭ 12月29日㈭～１月３日㈫ 12月28日㈬正午～１月３日㈫

ふれあいセンター 道の駅ごか 情報・防災ステーション

12月29日㈭～１月３日㈫ 12月31日㈯～１月２日㈪
※３日㈫は一部営業、４日㈬から通常営業 12月31日㈯～１月２日㈪
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※世帯の中に、令和４年１月２日以降に転入した 
方がいる場合は申請が必要です。 

※世帯の中に令和４年度住民税の申告が済んでな 
い方がいる場合は申告後の申請となります。  

町から確認書が届きます。 
内容を確認し、返信してください。

※令和４年９月30日時点で五霞町に住民登録 のあ
る世帯主に確認書が送付されます。  

①世帯全員の令和４年度

「住民税均等割が非課税」 
の世帯

②令和４年１月～12月の間、予期せず家
計が急変したことで収入が減少し世
帯全員が「住民税非課税相当」
となった世帯（家計急変世帯）

申請が必要です 
申請期間：令和４年12月１日㈭
　　　　　～令和５年１月31日㈫
※申請時点で住民登録のある市区町村に 申請して
ください。 

※収入が減少することが、あらかじめ明らかな月 
の収入減少により申請をした場合、不正受給  
（詐欺罪）に問われる場合があります。  

●申請書は窓口または町公式ホームページより入手できます。 

制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター　☎0120（526）145
受付時間　午前９時～午後８時（12/29～1/3を除く）

健康福祉課社会福祉G　☎0280（84）0006
受付時間　午前９時～午後５時（12/29～1/3を除く）


